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宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく基礎調査の結果について 

 

１ 要旨・目的 

  全国に先駆けて令和５年９月 28 日から運用を開始した宅地造成及び特定盛土等規制法

（以下「盛土規制法」という。）に基づく基礎調査について、本県において調査手法を確

立し先行して実施した結果について報告する。この基礎調査は、規制区域内の一定規模以

上の盛土等について災害発生の危険性等の調査を行うものであり、盛土規制法第４条に基

づく調査である。 

 

２ 現状・背景 

令和３年７月３日  静岡県熱海市で盛土造成地を含む土砂災害が発生 

          （死者 28 名、住宅被害 98棟） 

令和３年度     「盛土による災害防止のための総点検」による県内の重点点検対象

箇所 1,514 箇所について緊急点検を実施（以下「緊急点検」とい

う。） 

令和５年５月 26日  盛土規制法の施行 

令和５年９月 28日 全国に先駆けて広島県で規制区域を指定し運用開始 

令和５年 11 月 16 日 広島県盛土等防災対策アドバイザーを設置 

（令和７年３月現在、７名の有識者が就任） 

令和５年度     盛土規制法に基づく規制区域内の盛土 316 箇所を抽出（緊急点検の 

重点点検対象箇所を除く） 

          点検手法やカルテ様式等について検討 

   

３ 令和６年度の基礎調査の概要 

(1)  調査区域                 

宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域内（広島市・呉市・福山市を除く県

内全域） 

 

(2)  調査対象                              

主に 1990 年以降に造成された面積 2,000m2以上の盛土（緊急点検と同様に広島県が独

自に設定） 

※国の緊急点検等の対象は、概ね 2000 年以降に造成された面積 3,000m2以上 

 

(3)  調査手法 

現地調査の前に事前確認シート（広島県独自）を作成し、谷筋や法尻などの重点的に確

認する箇所を事前に把握した上で目視・ドローンにより点検を行い、カルテを作成 

令和７年５月 23日 
課 名 土木建築局都市環境整備課 
担当者 盛土対策担当監 胡田 
内 線 4128 

資料番号   ８ 
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(4)  調査結果 

すべての盛土（316 箇所）が経過観察（広島県が概ね５年ごとに点検を実施） 

一部の盛土で、雨水による浸食跡等の軽微な変状があったものの、直ちに大規模な崩

壊等により災害が発生する危険性の高い盛土はなかったことから、盛土規制法に基づき、

広島県が概ね５年ごとの点検を計画的に行う。   

 

(5)  国土交通省・アドバイザーの意見 

○ 引き続き、土地所有者等による適切な維持管理を促進して欲しい。 

○ 広島県で確立した調査手法・カルテ様式は、安価で点検を行える上、極めて実効性が高

いことから、広島モデルとして全国の自治体に広めさせてもらいたい。 

○ 緊急点検の重点点検対象箇所 1,514 箇所についても、計画的にカルテを作成して、盛土

等の安全確保に努めて欲しい。 

 

(6)  結果公表 

すべての盛土について、直ちに大規模な崩壊等により災害が発生する危険性が高くな

いこと、今後経過観察を行っていくこと、土地所有者等の方々への引き続きの維持管理

等のお願いについて、広島県ホームページにおいて公表を行っている。また、省令に定

められた盛土の所在地等に関する公表については、地元市町との確認・調整が終了した

ことから、広島県インフラマネジメント基盤「DoboX」において今月中に公表を予定して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

  

 

 

 

             「DoboX」における公表のイメージ画面 

※当イメージ画面は、現行の「DoboX」で公表済みの「許可」又は「届出」された盛土を表示している。 

 

 

 

 

盛土 
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(7)  今後の対応 

令和３年度に緊急点検を行った 1,514 箇所のうち政令市・中核市に在る盛土 700 箇所

を除く 814 箇所について、令和７年度から４か年で点検・カルテ作成を行い、法律に定

められているとおり、概ね５か年ですべての盛土の点検を行っていく。 

 

４ その他（参考資料） 

 【参考資料１】市町ごとの調査箇所数一覧表 

 【参考資料２】広島県の事前確認シート・カルテ様式※（個々の盛土調査結果は非公表） 

※現地調査の着手前に、アドバイザー、基礎調査業務の受注者、広島県の三者で行った事前勉強会

において作成したもの。当該箇所は、公共施設のため調査対象外。 

 

 

 

 

 

 

            事前勉強会の状況 
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【参考資料１】市町ごとの調査箇所数一覧表 

（令和７年３月時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町 

盛土規制法に基づく基礎調査  緊急点検 

   

令和３年度 計 令和６年度 

【今回の調査】 

令和７～10年度 

広島市 － － －  457  

700 呉市 － － －  85 

福山市 － － －  158 

竹原市 17 3 14  14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

814 

三原市 103 26 77  77 

尾道市 91 14 77  77 

府中市 36 6 30  30 

三次市 101 38 63  63 

庄原市 73 37 36  36 

大竹市 18 3 15  15 

東広島市 229 44 185  185 

廿日市市 146 19 127  127 

安芸高田市 44 31 13  13 

江田島市 32 4 28  28 

府中町 31 0 31  31 

海田町 9 0 9  9 

熊野町 18 1 17  17 

坂町 7 0 7  7 

安芸太田町 12 7 5  5 

北広島町 41 28 13  13 

大崎上島町 15 9 6  6 

世羅町 47 28 19  19 

神石高原町 60 18 42  42 

計 1,130 316 814  1,514 
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【参考資料２】広島県の事前確認シート・カルテ様式（個々の盛土調査結果は非公表） 

 

○事前確認シート 

 

 

 

【試行（アドバイザー・コンサルタント３社・県による事前勉強会）】 

【試行（アドバイザー・コンサルタント３社・県による事前勉強会）】 
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○カルテ 

 

 

盛土周辺状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出典:基盤地図情報、広島県
整理番号2-0454

土砂災害特別警戒区域

土砂災害警戒区域 緊急輸送道路

ため池浸水想定区域

調査対象箇所

盛土影響範囲

河川

ため池

道路

建物
人口集中地区（DID地区）

急傾斜地崩壊区域

地すべり防止区域

災害危険区域

特定盛土規制区域

宅地造成等工事規制区域

砂防指定地

土砂災害特別警戒区域

凡例

■ 盛土 （ □ 平地 ■ 谷埋め □ 腹付け ） □ 切土 □ 土石の堆積

m
2 m m m

3

m m °

□ □ □ □ ■ （ ）

（ ）

□ □ （ ）

□ □ □ □ （ ）

□ □ □ （ ）

年 月 日

応急対策の必要性 □ 有 ■ 無

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　➀ 許可・届け出の有無 □ 有 □ 無 （ 不明 ）

➁ 許可等の内容と現地状況の整合 □ 有 □ 無 （ 不明 ）

➂ 災害防止措置の有無 ■ 有 □ 無 （ □ 崖面崩壊防止施設 ）

■ 1/10 より大きい □ 1/10

□ 十分 ■ 不十分

□ 既に崩壊が発生し又は崩壊し始めている □ 崩壊を示唆する変状

□ その他部分的な変状 ■ 無

（ ）

□ 湧水等有 ■ 湧水等の可能性有 （ □ 地下水位高 ■ 地下水位低 ） □ 無

（ ）

□ 不十分 ■ 十分 □ 無

（ ）

□ 有 ■ 無 □ 不明

（ ）

【地盤定数】 【安定計算結果】 経過観察区分 □ 経過観察（詳細）（詳細調査の待機中） □ 経過観察（詳細） □ 経過観察（概要）

日時 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 備考

【

総
　
評
】

経過観察

代表N値
単位体積

重量

（kN/m
3
）

粘着力

（kN/m
2
）

内部
摩擦角
（°）

せん断波
速度

（ｍ/s）

常時 地震時

ひな壇部分（上）

盛土全体

・盛土のり面の変状、のり面及びのり尻からの湧水なし。ただし、下流がため池に接しているため、のり尻部の地下
水位は髙いものと推察される。地下水排除工からの出水が確認され、盛土内の排水は行われているものと推定され
る。
・谷埋め盛土のため、湧水等の可能性ありと評価。
・周辺地区は何度かの豪雨災害を経験しているが、
当盛土は被災していないため、何らかの災害防止措置効果ありと評価。
・盛土の沈下や変形が見られないため、不安定な土層なしと評価。

1）法令許可等の状況

(1)
盛土、切土及び
擁壁の変状

(2) 湧水等

(3) 災害防止措置

(4)
盛土の下の不安定
な土層

2）原地盤の勾配

4
）

盛
土
等
の
状
況

安全対策状況 復旧対策状況 維持管理状況

経過観察状況

【

総
　
評
】

引継ぎ事項（点検時期、優先
度評価区分の見直し等）

引継ぎ事項

安全性把握調査結果 経過観察結果

盛土 以下

ひな壇部分（下）

花崗岩

人的被害 雨量 震度

応急対策の必要性判断結果

【断面図】　

安全性把握調査の優先度評価結果

災害履歴

規模・範囲等

現地調査等の
確認結果

異常なし

以下

3）保全対象との離隔

優先度区分

変状の着目点

C1

　不法・危険盛土等カルテの記入 有 無 経過観察

発生年月日 災害形態

所有者の対応 応急対策を実施 安全性把握調査を実施

所有者への対応 現状把握 緊急対応 行政処分 行政代執行

責任を負う所有者等

その他の情報 調査対象選定理由

名前 住所 連絡先

高さH 15.2 厚さD 13.7 原地盤勾配α 6.0

周辺の保全対象 ため池 通報・パトロール等の情報

盛土等の形状

土地の利用状況 農地 森林 宅地 原野 その他 道路事業者管理地（道の駅西条のん太の酒蔵），駐車場

座標 北緯，東経 34.4332560,132.7025545 造成（許可）年代 2018年以降

盛土等のタイプ

面積A 47,042 幅W 136.7 距離d 131.0 盛土量V 105,368

既存盛土等カルテ（概要・総評） 2-0454 様式1
既存盛土等分布調査結果 【位置図】 国土地理院標準地図 【平面図】　国土地理院標準地図 

整理番号 2-0454 所在地住所 東広島市西条町寺家

盛土対象箇所

盛土影響範囲

断面線

凡例

【試行（アドバイザー・コンサルタント３社・県による事前勉強会）】 

【試行（アドバイザー・コンサルタント３社・県による事前勉強会）】 
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2024 年 12 月 6 日 14: ： 00

□ 確認不可 □ 有 ■ 無 （ ）

■ 盛土 （ □ 平地 ■ 谷埋め □ 腹付け ） □ 切土 □ 土石の堆積 □ 確認不可 □ 施設なし □ 有 ■ 無 （ ）

➀ 許可・届け出の有無 □ 有 □ 無 （ ） □ 確認不可 □ 有 □ 無 （ ）

➁ 許可等の内容と現地状況の整合 □ 有 □ 無 （ ） □ 確認不可 □ 施設なし □ 有 ■ 無 （ ）

➂ 災害防止措置の有無 ■ 有 □ 無 （ □ 崖面崩壊防止施設 ） □ 確認不可 □ 施設なし □ 有 ■ 無 （ ）

（ ） 度 □ 確認不可 □ 施設なし □ 有 ■ 無 （ ）

・住宅 □ 有 ■ 無 （ ） （ ） □ 確認不可 □ 施設なし □ 有 ■ 無 （ ）

・公共施設等 □ 有 ■ 無 □ 避難所 （ ） □ 確認不可 ■ 施設なし □ 有 □ 無 （ ）

□ 緊急輸送路 （ ） □ 確認不可 □ 有 ■ 無 （ ）

□ 河川 （ ）

□ 鉄道 （ ）

・その他特記事項 （ ） ■ 未実施 □ 有 □ 無 （ ）

□ 十分 ■ 不十分 （ L= m） 【簡易地盤調査結果】 地下水位 （ ） m 盛土厚に対する地下水位 （ )

・各種指定の有無 ■ 有 □ 無 ■ 宅地造成等工事規制区域 □ 特定盛土等規制区域 □ 災害危険区域 □ 確認不可 □ 有 ■ 無 （ ）

□ 土砂災害特別警戒区域若しくは土砂災害警戒区域 □ 急傾斜地崩壊危険区域 □ 確認不可 □ 施設なし □ 有 ■ 無 （ ）

□ 砂防指定地 □ 地すべり防止区域 □ 人口集中地区（DID地区） □ 確認不可 □ 有 □ 無 （ ）

・その他特記事項 （ ） □ 確認不可 □ 施設なし ■ 有 □ 無 （ ）

□ 確認不可 □ 施設なし □ 有 ■ 無 （ ）

■ 有 （ ) □ 無

□ 確認不可 □ 有 ■ 無 （ ） ■ 有 （ ) □ 無

□ 確認不可 □ 有 ■ 無 （ ） □ 有 （ ) □ 無

□ 確認不可 □ 有 ■ 無 （ ） □ 確認不可 □ 有 ■ 無 （ ）

□ 確認不可 □ 有 ■ 無 （ ） □ 確認不可 □ 有 ■ 無 （ ）

□ 確認不可 □ 施設なし □ 有 ■ 無 （ ) （ ）

□ 確認不可 □ 施設なし □ 有 ■ 無 （ ) □ あり ■ 可能性あり □ なし

□ 確認不可 □ 施設なし □ 有 ■ 無 （ ) □ 該当 ■ 非該当 （勾配（1： 2 ） ）

□ 確認不可 □ 施設なし □ 有 ■ 無 （ ) □ 該当 ■ 非該当 5 2  ）段 ）

□ 確認不可 □ 施設なし □ 有 ■ 無 （ ) □ 該当 ■ 非該当 （ ）

□ 確認不可 □ 有 ■ 無 （ ） □ 該当 □ 非該当 °） ）

□ 確認不可 □ 有 ■ 無 （ ） □ 該当 ■ 非該当 （ ）

□ 確認不可 □ 有 ■ 無 （ ） （ 擁壁種類 □ 鉄筋コンクリ―ト ■ 重力式コンクリート

□ 確認不可 □ 有 ■ 無 （ ） □ 練石積 □ 空石積 □ 増積み □ 二段 □ 張出し床版付 ）

□ 確認不可 □ 有 ■ 無 （ ） □ 該当 ■ 非該当 （ ）

□ 確認不可 □ 有 □ 無 （ ）

□ 確認不可 □ 有 ■ 無 （ ）

□ 確認不可 □ 有 ■ 無 （ ）

□ 確認不可 □ 有 ■ 無 （ ）

□ 確認不可 □ 有 ■ 無 （ ） （ ）

□ 確認不可 □ 有 □ 無 （ ） □ 不十分 ■ 十分

□ 確認不可 □ 有 □ 無 （ ） □ 有 □ 無 ■ 不明 （ ）

□ 確認不可 □ 有 □ 無 （ ） □ 有 □ 無 ■ 不明 （ ）

□ 確認不可 □ 有 □ 無 （ ） □ 有 □ 無 ■ 不明 （ ）

□ 確認不可 □ 有 □ 無 （ ） □ 有 □ 無 ■ 不明 （ ）

□ 確認不可 □ 有 □ 無 （ ） □ 有 ■ 無 □ 不明 （ ）

（ ） （ ）

□ 既に崩壊が発生し又は崩壊し始めている （ ）

□ 崩壊発生を示唆する変状 □ その他部分的な変状 ■ なし □ あり ■ なし □ 不明

□ 応急対策が必要 □ □ ■ □

）

□ □ ■

※目安の例

【

総
評
】

○ ○ □ 該当 ■

既に崩壊が発生し
又は崩壊し始めて
いる

崩壊が発生している
場合

盛土のり面に崩壊が発生し、盛土頭部や中腹において土砂が不安定化している
・盛土のり面の変状、のり面及びのり尻からの湧水なし。ただし、下流がため池に接しているため、のり尻部の地下水位は髙いものと推察さ
れる。地下水排除工からの出水が確認され、盛土内の排水は行われているものと推定される。
・谷埋め盛土のため、湧水等の可能性ありと評価。
・周辺地区は何度かの豪雨災害を経験しているが、
当盛土は被災していないため、何らかの災害防止措置効果ありと評価。
・盛土の沈下や変形が見られないため、不安定な土層なしと評価。

安全性把握調査（地盤調査・安定計算）が必要 安全性把握調査（地盤調査）が必要

そ
の
他

・土地利用等による盛土（切土）への過大な荷重に対し対応がと
られていない

・周辺の湿地状やぬかるんだ地盤 ○

・その他の特記事項 ・その他特記事項

優先度区分
崩壊し始めている
場合

C1
崩壊発生を示唆す
る変状が認められ
る

変
状
の

着
目
点

その他部分的な変
状が認められる

）

各
種
指
定
等

湧
水
の
痕
跡
等

そ

の
他

盛

土
上
面

擁
壁

のり面保
護工

盛
土
（

切
土
）

の

り
面

・適切な擁壁構造ではない
※空石積擁壁、増積み擁壁、二段擁壁、張出し床版付擁壁は
不適格擁壁に該当

○ ○

そ
の
他

・盛土等の設置により、地表水が集中するなどの状況だが排水
施設がない

○ ○ □ 該当 ■ 非該当 （ ）

変
状
の
種
類

（

3
）

災
害
防
止
措
置
が
不
十
分
か

標
準
的
な
形
状
と
構
造

保
全
対
象

・帯水層や湧水箇所の盛土であることが明らかな場合（文
献調査含む）

○ ■ 確認不可 □

・その他特記事項

○ ○ 地表水排除工あり、地下水排除工あり

・肌落ち、小落石の痕跡 ○

・災害の痕跡 ○ ○
地表水排除工あり、地下水排除工あり

・亀裂

（

（

1
）

盛
土
・
切
土
及
び
擁
壁
の
変
状
の
有
無

のり面
・部分的なクラック、ハラミなどが認められる

・のり面にガリ浸食跡が認められる
推奨する地盤調査 （

変状等なし（安定性に関係ない事象） 盛土の安全性に関係ないと判断できる、擁壁単体の劣化や凍結融解による亀裂、樹木の根による亀裂・隆起等 経過観察の頻度

非該当

1年ごと・大地震時、豪雨時 3年ごと・大地震時、豪雨時 5年ごと・大地震時、豪雨時

盛土上面 部分的な盛土上面のクラック、沈下、隆起などが認められる 【引継ぎ事項】

擁壁 部分的な擁壁のクラック、傾斜、目地ズレ、ハラミなどが認められる

）

（

参
考
）

周
辺
の

地
質
状
況

変状の程度
・盛土材料（判明している場合記載）

盛土下の不安定な土層の有無

盛土のり面に部分的な崩壊や、のり肩に大規模な亀裂・明瞭な段差が生じる等、崩壊し始めている（崩れかけている）

盛土のり肩に大規模な亀裂・明瞭な段差が生じ、擁壁が大きくハラミ出している等、崩壊し始めている（崩れかけている）

経過観察 当面の間対応不要

盛土等全般
一定の連続性を有し、点在する複数の変状をつなぐと崩壊ブロックが想定される（確認できる場合は、変状の規模拡大等の

進行性がある）

盛土上面 面的に連続した、クラック、陥没、沈下、隆起など、盛土上面において、崩壊ブロックの移動を示唆する変状が認めれる

擁壁
擁壁の連続したクラック、面的なハラミ・凹凸など、擁壁全体の移動を示唆する変状が認められる（水平クラックや連続した

傾倒などは注意）

のり面
のり面の連続したクラック、面的なハラミ・凹凸など、崩壊ブロックの移動を示唆する変状が認められる（法肩部の亀裂や沈

下、法尻部の押出し・隆起などは注意）

盛土等全般 一定の連続性や進行性は確認されないものの、盛土のり面や小段に局所的・部分的な変状が認められる

（

4
）

盛
土
下
の
不
安
定

な
土
層
の
有
無

・切土周辺の自然斜面の亀裂等 ○

・固結度の低い地層 ○ ・盛土周辺の沖積砂質土 ○

・断層破砕帯 ○ ・地すべり地形上の盛土 ○

・流れ盤構造 ○ ・盛土周辺の沖積粘性土 ○

○

・根曲がり ○ ○

・道路の変状 ○ ○

・不適切な土地利用による荷重 ○ ○

・亀裂や節理に富む岩盤 ○ 災害防止措置が不十分か

・風化した岩盤 ○ ・盛土周辺の崖錐、崩積土

○ ○

・排水工の変状やのり尻浸食 ○ ○ ・適切な排水施設が設置されていない

・ガリ浸食跡、洗堀 ○ ○

・ハラミ、段差 ○ ○

・補修履歴 ○ ○ ・適切なのり面保護工が設置されていない ○ ○

・崩壊、崩壊跡 ○ ○ ・ひな壇部分の傾斜が急 ○ （傾斜角（ ひな壇なし

・補修履歴 ○ ○ ・盛土のり面勾配が急 ○ ○

・のり面保護工の変状 ○ ○ ・適切な間隔で小段が設置されていない ○ ○ （小段高（ ）m 段数（

・擁壁とその基礎の変状 ○ ○ ・その他特記事項

・擁壁背面の水溜り等 ○ ○ 湧水等の有無

（

2
）

湧
水
等
の
有
無

湧
水
等
が
あ
る

湧
水
等
の
可
能
性
が

あ
る・隆起 ○ ・盛土上のガレージ内等の湿り ○ ○ ガレージなし、盛土上面の湿りなし

・補修履歴 ○ ・水を好む植生がある ○ ○

・亀裂 ○ ・集水地形（渓流等）に位置する盛土 ○ 谷埋め盛土

・沈下 ○ ・切土背面に広い集水地形 ○

現　地　踏　査 ・のり尻の排水工の水没の痕跡 ○ ○

評価指標 箇所 確認項目 盛土 切土 現地状況（変状の規模や位置、その他特記事項を記載する） ・のり尻に調整池やため池がある ○ ○

・ひな壇部分の擁壁前面部の出水痕跡 ○ ひな壇なし

― 特になし ・排水工や擁壁が黒ずんでいる ○ ○

保全対象との離隔 147

・盛土（切土）のり面からの湧水の痕跡 ○ ○

・擁壁水抜き穴からの出水の痕跡 ○ ○

・上流からの表流水の浸透 ○ ○

― ため池 ・簡易地盤調査による高い地下水位 ○

無 （有 □

0 世帯（統計値） ・のり尻のため池等の満水水位 ○ ○

・既存井戸水位 ○

・盛土（切土）のり尻の排水溝の水没 ○ ○

原地盤の勾配 6.0 ・排水工の目地・亀裂からの地下浸水 ○ ○

法令許可等の状況 ・ひな壇部分の擁壁前面部の出水 ○ ひな壇なし

不明 ・排水工や擁壁が恒常的に湿り ○ ○

不明

盛土 切土 現地状況（湧水のおおよその量や位置、その他特記事項を記載する）

基　礎　資　料　整　理 ・盛土（切土）のり面からの湧水 ○ ○

盛土等のタイプ ・擁壁水抜き穴からの恒常的な出水 ○ ○

降水量（mm） 晴れ 確認項目

既存盛土等カルテ（安全性把握調査の優先度評価（1）） 2-0454 様式3
調査日時 天気記録 調査日 1日前 2日前 3日前 4日前 5日前 現　地　踏　査

【試行（アドバイザー・コンサルタント３社・県による事前勉強会）】 

【試行（アドバイザー・コンサルタント３社・県による事前勉強会）】 
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【試行（アドバイザー・コンサルタント３社・県による事前勉強会）】 


